
 

 

 

埼玉県中小企業ＤＸ導入支援補助金交付要綱 

 

 

（趣 旨） 

第１条 県は、生産年齢人口が減少する中でも中小企業者等が持続的成長を成し遂げる

ため、ＤＸツールを活用し、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）による生産

性向上に取り組む経費について、予算の範囲内において補助金を交付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年

埼玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定め

るところによる。 

 

（定 義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。 

⑴ ＤＸツール 生産性向上に資するシステム及びＩＴツール（ソフトウェア）を指

す。 

⑵ リース等  リース、レンタル、クラウド及びサブスクリプションサービス等を

指す。 

 

（補助対象事業者） 

第３条 補助対象事業者は、別表１に定める中小企業者等で次の全ての要件を満たすも

のとする。 

⑴ 県内に登記簿上の本店又は主たる事業所を有する者（個人事業主においては、県

内に住民票上の住所地又は主たる事務所を有する者）であること。 

⑵ ＤＸツールの導入・活用により労働生産性を向上させる計画を策定・実行するこ

と。   

⑶ 補助対象となる事業が県内の自社の事業所で実施するものであること。 

⑷ 埼玉県に対する債務及び県税の支払等の滞納がないこと。 

⑸ 補助金申請日時点において県内で事業を行っており、引き続き、県内で事業を継

続する意思があること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は補助金の交付の対象としない。 

⑴ 暴力団（埼玉県暴力団排除条例（平成 23 年埼玉県条例第 39 号、以下「条例」と

いう。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。） 

⑵ 暴力団員（条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。） 

⑶ 暴力団関係者（条例第３条第２項に規定する暴力団関係者をいう。） 

⑷ 法人にあっては、代表者又は役員のうちに前２号に規定する暴力団員又は暴力団

関係者に該当する者があるもの 

⑸ その他知事が適当でないと認めた者 

 

（補助対象事業、補助対象経費及び補助率等） 

第４条 補助対象事業、経費及び補助率等は、別表２のとおりとする。 

２ 次に掲げる事業は補助の交付対象としない。 

⑴ 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していないもの。 

⑵ 親会社、子会社又は自社の役員が経営する会社など資本関係のある会社に補助対

象事業に係る業務等の全部又は一部を発注・依頼するもの。 

⑶ 補助対象事業者の代表者(補助対象事業者が個人である場合を含む)の親族(３親

等以内)又は役員の親族(３親等以内)が一人でも代表者(個人である場合を含む) 

 又は役員に就いている事業者に補助対象事業に係る業務等の全部又は一部を発注・



 

 

 

依頼するもの。 

⑷ 公序良俗に反する事業及び公的資金の使途として社会通念上不適切であると判断

される事業であるもの。 

 

（申請書の様式等） 

第５条 規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１号のとおりとする。 

２ 規則第４条第１項の申請書の提出期限は、知事が別に定める日とする。 

３ 第１項に定める申請書には、知事が別に定める書類を添付しなければならない。 

４ 補助対象事業者は、別紙１及び別紙２の誓約事項について補助金の交付申請前に確

認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。 

 

（交付決定通知書の様式） 

第６条 規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第２号のとおりとする。 

２ 知事は補助金を交付しないことを決定したときは、申請者に対して様式第２号の２

の不交付決定通知書により通知するものとする。 

 

（計画の変更） 

第７条 規則第７条の規定により補助金交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」と

いう。）は、補助事業に係る計画を変更しようとするときは、規則第６条第１項第１

号の規定により、様式第３号の計画変更承認申請書を知事に提出し、その承認を受け

なければならない。 

２ 知事は前項の規定による申請があったときは、内容を審査し適当と認められるとき

は、様式第４号の計画変更承認書により補助事業者に通知するものとする。 

３ 規則第６条第１項第１号に規定する知事が定める軽微な変更は、別表３に掲げる変

更とする。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第８条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、規則第６条第１

項第３号の規定により、あらかじめ様式第５号の補助事業中止（廃止）承認申請書を

知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（実績報告書の様式等） 

第９条 規則第１３条の実績報告書の様式は、様式第６号のとおりとする。 

２ 規則第１３条の実績報告書の提出期限は、補助事業等が完了（補助事業等の中止・

廃止の承認を受けたときを含む。）した日から３０日以内又は知事が別に定める日の

いずれか早い日までとする。 

３ 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消

費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税控除税額を減額して報告しなけれ

ばならない。 

４ 第１項に定める報告書には、知事が別に定める書類を添付しなければならない。 

 

（額の確定） 

第 10 条 知事は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書の審査及

び必要に応じて行う現地調査等により、交付すべき額を確定し、様式第７号の補助金

額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第 11 条 補助金の支払いは、精算払いによるものとする。補助事業者は、補助金の支



 

 

 

払を受けようとするときは、様式第８号の補助金の交付請求書により補助金の交付を

請求するものとする。 

２ 知事は、補助金交付請求書及び添付書類の内容を審査し、適当と認めるときは補助

金を交付するものとする。 

 

（書類の整備等） 

第 12 条 補助事業者は補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、か

つ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度

の翌会計年度から５年間保管しなければならない。 

 

（財産処分制限の緩和期間） 

第 13 条 規則第１９条ただし書に規定する知事が定める期間は、事業完了（当該財産

の取得）後５年とする。 

 

（処分制限財産の指定） 

第 14 条 規則第１９条第２号に規定する知事の定めるものは、当該財産（リース等を

除く）の取得価格の単価が５０万円以上のものとする。 

２ 補助事業者は、前項の財産を処分しようとするときは、あらかじめ書面により知事

に申請し、その承認を受けなければならない。 

３ 知事は補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分したことにより収入があった

ときは、その収入に相当する額の全部又は一部を県に納付させることができる。 

 

（リース等の解約・利用停止） 

第 15 条 補助事業者は、補助対象となるリース等について、解約・利用を停止しよう

とするときは、あらかじめ書面により知事に申請し、その承認を受けなければならな

い。 

２ 補助事業者が当該承認によりリース等を解約・利用停止をする場合、知事は補助事

業者に対し、補助金の全部又は一部を県に納付させることができる。 

 

（補助事業等の公開） 

第 16 条 知事は、補助事業により行った事業について、必要があると認められるとき

は、その事業の情報（企業名、補助金額等）を公開することができるものとする。 

 

（その他） 

第 17 条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関して必要な事項は、知事

が別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１７日から施行する。 

  



 

 

 

別表１（第３条関係） 

補助対象事業者 
１ 補助対象事業者は以下のいずれかに該当する者とする。ただし、２の「みなし大

企業」等は除く。 

⑴ 資本金又は従業員数（常勤）が下表の数字以下となる会社又は個人。 

業種 資本金 従業員数(常勤) 

製造業、建設業、運輸業 ３億円 300 人 

卸売業 １億円 100 人 

サービス業 

（ソフトウェア業、情報処理サービス業、

旅館業を除く） 

5,000 万円 100 人 

小売業 5,000 万円 50 人 

ゴム製品製造業 

（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ

製造業並びに工業用ベルト製造業を除く） 

３億円 900 人 

ソフトウェア業又は情報処理サービス

業 

３億円 300 人 

旅館業 5,000 万円 200 人 

その他の業種（上記以外） ３億円 300 人 
※ 資本金は資本の額又は出資の総額をいう。 
※ 常勤従業員は、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号。以下「基本法」

という。）上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第 20 条（昭和２２
年法律第４９号）の規定に基づく「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」と解
される。これには、日々雇い入れられる者、２か月以内の期間を定めて使用され
る者、季節的業務に４か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中
の者は含まれない。 

⑵ 組合等 中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号。以下「強化法」と

いう。）第２条第１項第６号から第８号に定める法人（企業組合等）であり、下

記に該当する法人。 

ア 企業組合 

イ 協業組合 

ウ 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会 

エ 商工組合、商工組合連合会 

オ 商店街振興組合、商店街振興組合連合会 

カ 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会 

キ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 

その直接又は間接の構成員の３分の２以上が、5,000 万円（卸売業を主たる

事業とする事業者については、１億円）以下の金額をその資本金の額若しくは

出資の総額とする法人又は常時 50 人（卸売業又はサービス業を主たる事業とす

る事業者については、100 人）以下の従業員を使用する者であるもの。 

ク 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、

酒販組合中央会 

（酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会の場合） 

その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の３分の２以上が、３億円以下

の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時 300 人以下の

従業員を使用する者であるもの。 

（酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会の場合） 



 

 

 

その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の３分の２以上が、5,000 万円

（酒類卸売業者については、１億円）以下の金額をその資本金の額若しくは出

資の総額とする法人又は常時 50 人（酒類卸売業者については、100 人）以下の

従業員を使用する者であるもの。 

ケ 内航海運組合、内航海運組合連合会 

その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の３分の２以上が３億

円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時 300 人

以下の従業員を使用する者であるもの。 

コ 技術研究組合 

直接又は間接の構成員の３分の２以上が以下の事業者のいずれかであるもの。 

・強化法第２条第５項第１号から第４号に規定するもの 

・企業組合、協同組合 

⑶ 前号以外の法人 次のいずれかに当てはまる者 

ア 以下の全ての要件を満たす特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人） 

・ 広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法

人であること。 

・ 従業員数が 300 人以下であること。 

・ 税法上の収益事業（法人税法施行令第５条第１項に規定される 34 事業）を

行う特定非営利活動法人であること。 

・ 認定特定非営利活動法人ではないこと。 

イ 以下の全ての要件を満たす社会福祉法人 

・ 社会福祉法第 32 条に規定する所官庁の認可を受け設立されている法人であ

ること。 

・ 従業員数が 300 人以下であること。 

・ 収益事業の範囲内で補助事業を行うこと。 
 

２ 以下のいずれかに該当する者は補助の対象とならない。 

⑴ みなし大企業 次のいずれかに該当する者は大企業とみなす。 

ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有

している中小企業者 

イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有してい

る中小企業者 

ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めてい

る中小企業者 

エ 発行済株式の総数又は出資価格の総額をア～ウに該当する中小企業者が所有

している中小企業者 

オ ア～ウに該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全

てを占めている中小企業者 
※ 大企業とは、基本法に規定する中小企業者以外の者であり、資本金及び従業

員数がともに１⑴の表の数字を超える場合、大企業に該当する。また、自治体
等の公的機関に関しても大企業とみなす。ただし、以下が株式を保有する場合
は、その保有比率をもって上記のみなし大企業の規定を適用しない。 
・ 中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社 
・ 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合 

⑵ １に該当しない組合や財団法人（公益・一般）、社団法人（公益・一般）、医

療法人、法人格の無い任意団体及び法人設立後（個人事業主は開業後）最初に到

来する決算日を迎えていない事業者は補助の対象とならない。 

 

 



 

 

 

別表２（第４条関係） 

補助 
対象 
事業 

・補助対象事業者が、県内の事業所等においてＤＸツールを活用し、ＤＸ（デジタ

ルトランスフォーメーション）による労働生産性向上に取り組む事業であるこ

と。 

・補助対象ツールの導入日以降に到来する決算期において、補助申請時直前の決算

期と比較して労働生産性を向上させる計画であること。 

ただし、導入日から次に到来する決算期までの期間が６か月に満たない場合、更

に次の決算期にて比較すること。 

 

補助 
対象 
経費 

１ 労働生産性向上に資するＤＸツールの購入費（リース等の利用料を含む） 

２ 上記１に係るツールの導入に当たり、運用のために必要となるデジタル機器購

入費  （リース等の利用料を含む） 

３ 上記１・２に係る設置や運搬、動作確認、設定等の導入に要する経費 

  ただし、補助対象経費総額の２分の 1 以下とする。 

 

※ 補助金の交付決定後に着手（契約、発注を含む）したもの 

※ 知事が別に定める日までに支払が完了するもの 

※ 中古品の購入については、同一条件による２者以上の見積書の提出を必要と

する。 

※ リース等の補助対象期間は最大１年間までとする。 

※ 以下の場合は補助対象外となる。 

・ 既に所有する同程度の機能を有するツールや機器の置き換え・更新費用

（労働生産性向上のために必要な機能追加費用を除く） 

・ 汎用性の高いハードウェア製品（PC、タブレット端末、スマートフォン、

固定電話、カメラ、コピー機、読み取り機器等）の購入費（導入するＤＸツ

ールの運用のために必須であり、申請時点で保有・リース契約している同種

の製品では代用できない場合を除く） 

・ 直接間接を問わず、国等が目的を指定して支出する他の制度と補助対象経

費が重複しているもの（例：補助金、委託費、公的医療保険・介護保険から

の診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等） 

補助率 
 

補助額 

補助率：補助対象経費の４分の３以内 
補助額：７万５千円以上３００万円以下 

※ 補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと
する。 

 
※ 消費税及び地方消費税については補助対象外とする。 

  



 

 

 

別表３（第７条関係） 

軽微な変更 

 
【補助金の減額】 

補助金交付決定額の減額のうち不用となる額が２０％以内のもの 
  

  



 

 

 

別紙１ 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

当事業者は、埼玉県中小企業ＤＸ導入支援補助金の交付の申請をするに当たって、ま

た、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを

誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益

を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。  

 

記 

 

１ 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（埼玉県暴力団排除条例（平成

23 年埼玉県条例第 39 号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）で

あるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、

団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。

以下同じ。）が、暴力団員（同条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下

同じ。）であるとき。  

２ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。  

３ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

き。  

４ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難される

べき関係を有しているとき。 

５ 補助事業を実施するに当たり、法人等が、第三者と委託契約その他の契約（以下

「委託契約等」という。）を締結する場合に、その相手方が１から４までのいずれ

かに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

６ 補助事業を実施するに当たり、法人等が、１から４までのいずれかに該当する第三

者と委託契約等を締結する場合（５に該当する場合を除く。）に、埼玉県が法人等

に対して当該委託契約等の解除を求め、法人等がこれに従わなかったと認められる

とき。 

 

   所 在 地：                                            

 

      事 業 者 名：                                                                          

 

      代表者職・氏名：                                                                        

 

 

 

  



 

 

 

別紙２ 

申請に関する誓約事項 

 

私は、埼玉県中小企業ＤＸ導入支援補助金の申請をするに当たり、下記の内容につい

て誓約します。 

誓約した内容と事実が相違することが判明した場合には、補助金の交付を受けられな

いことになっても異議はありません。 

 

 申請要件を満たしています。また、申請内容に虚偽や不正はありません。 

 

 規則及び交付要綱等（以下「要綱等」という。）の記載内容を理解し、同意したう

えで補助金を申請します。また、要綱等に反したことにより、本補助金交付決定の

全部又は一部を取り消されても異議を申し立てません。 

 

 対象要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、補助金を返還することに応

じます。 

 

 埼玉県から申請の内容について検査・報告の求めがあった場合は、これに応じます。 

 

 補助を受けようとする事業について、国、都道府県、市町村等が助成（左記以外の

機関が、国等から受けた補助金等により実施する場合を含む）する他の補助制度

（以下、これらを「他の補助制度」という。）を申請しておらず、交付決定・補助

金の交付も受けていません。 

これを確認するために、他の補助制度の執行機関、部署と申請書及び提出書類の記

載内容を共有することに同意します。 

 

 本補助金に採択された場合、商号又は名称（法人番号を含む）、事業実施場所の市

区町村を埼玉県が公表することに同意します。また、補助事業の事業計画内容につ

いて、埼玉県が公表する際には協力します。（※特許取得や関係会社の機密情報な

ど、公表できない事情がある場合を除く。） 

 

 審査結果等について従い、審査経過及び審査結果の内容に関する問い合わせは行い

ません。 

 

 

   所 在 地：                                            

 

      事 業 者 名：                                                                          

 

      代表者職・氏名：                              

 



 

 

 

様式第１号（第５条関係）  

 

埼玉県中小企業ＤＸ導入支援補助金  

交付申請書  

 

 

                          令和  年   月   日   

 

 埼玉県知事   

 

                      

               申  請  者  住   所  

                     会  社  名            

                     代表者名            

                                     

 

 下記により埼玉県中小企業ＤＸ導入支援補助金の交付を受けたいので、補助金

の交付手続等に関する規則第４条の規定により、関係書類を添えて申請します。  

 

記  

 

１  補助事業の内容  

 別添のとおり  

 

２  補助事業対象経費及び補助金交付申請額  

  補助事業対象経費                   円  

  補助金交付申請額                   円  

  



 

 

 

様式第２号（第６条関係）  

 

埼玉県中小企業ＤＸ導入支援補助金  

交付決定通知書  

 

                          ○○第     号   

                         令和  年  月  日   

 

 （補助事業者）  様  

 

 

                    埼玉県知事   

 

 

 令和   年   月   日付で申請の埼玉県 中小企業ＤＸ導入支援補助金 に

ついては、下記のとおり交付します。  

 

 

                   記  

 

 

１  交付金額    金           円  

２  支払条件    精算払  

３  条   件  

 (1) 補助事業者は、本通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに附さ

れた条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとす

るときは、交付決定の通知を受けた日から１０日以内にその旨を記載し

た書面を知事に提出しなければならない。  

 (2) 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに

様式第３号による変更承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなけ

ればならない。ただし、補助金交付決定額の減額のうち不用となる額が

２０％以内である場合を除く。  

 (3) 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらか

じめ様式第５号による中止（廃止）承認申請書を知事に提出し、その承

認を受けなければならない。  



 

 

 

 (4) 補助事業者は、補助事業等が完了したとき（補助事業等の中止・廃止

の承認を受けたときを含む。）は、その日から３０日以内又は知事が別

に定める日のいずれか早い日までに、様式第６号による実績報告書を知

事に提出しなければならない。  

 (5) 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備

え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を、当該補助事業等の

完了の日の属する会計年度の翌会計年度から５年間保管しなければなら

ない。  

 (6) 補助事業者は、補助事業が完了した後も、補助事業等により取得、又

は効用が増加した財産を、善良な管理者の注意をもって管理しなければ

ならない。  

  (7) この補助金は、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年埼玉

県規則第１５条）の適用を受ける。  



 

 

 

様式第２号の２（第６条関係）  

 

埼玉県中小企業ＤＸ導入支援補助金  

不交付決定通知書  

 

○○第    号 

令 和  年  月  日 

 

 （補助事業者）  様  

 

 

                    埼玉県知事   

 

 

令 和   年   月   日 付 け で 申 請 の 埼 玉 県 中 小 企 業 Ｄ Ｘ 導 入 支 援 補 助 金

については、下記のとおり交付しないことを決定しました。  

 

記  

 

 不交付の理由   

  

 

 

 

 



 

 

 

様式第３号（第７条関係）  

 

埼玉県中小企業ＤＸ導入支援補助金  

計画変更承認申請書  

 

                          令和  年  月  日  

 

 埼玉県知事  

 

 

                  住   所  

                  会  社  名             

                  代表者名             

                  電   話  

                   

 

 令和   年   月   日付け  第    号で交付決定の通知を受けた補助

事業の計画（事業内容、経費配分）を下記のとおり変更したいので、 埼玉県

中小企業ＤＸ導入支援補助金交付要綱第７条の規定により承認を申請しま

す。  

 

記  

１  変更の理由  

 

 

 

 

 

 

 

２  変更の内容  

  別紙のとおり  

 



 

 

 

（別紙） 

 

     変更の具体的内容 

変    更    前 変    更    後 

名 称 等 補助対象経費(円) 補助金交付申請額(円) 名 称 等 補助対象経費(円) 補助金交付申請額(円) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

 

様式第４号（第７条関係）  

 

埼玉県中小企業ＤＸ導入支援補助金  

計画変更承認書  

                    

                              ○○第     号  

                             令和  年  月  日   

 

           様  

 

 

                    埼玉県知事          

 

 

令和  年   月   日付け  第    号で交付決定し、令和  年   月   日付

けで補助事業計画変更承認申請があった埼玉県中小企業ＤＸ導入支援補助金につい

ては、申請のとおり変更を承認し、下記のとおり補助金交付決定額を変更します。  

 

記  

 

  

   １  補助金交付決定額（変更前）    金            円  

   

     ２  補助金交付確定額（変更後）    金            円  

 

  



 

 

 

様式第５号（第８条関係）  

 

埼玉県中小企業ＤＸ導入支援補助金  

補助事業中止（廃止）承認申請書  

 

                          令和   年   月   日  

 

 埼玉県知事   

 

 

                   住   所  

                   会  社  名               

                   代表者名               

 

 令和   年   月   日付け  第    号で交付決定の通知を受けた補助事業を

下記の理由により中止（廃止）したいので、埼玉県中小企業ＤＸ導入支援補助金交

付要綱第８条の規定により承認を申請します。  

 

記  

１  理由  

 

 

 

２  中止期間（廃止の時期）  

 

 

  



 

 

 

様式第６号（第９条関係）  

 

埼玉県中小企業ＤＸ導入支援補助金  

実績報告書  

 

                          令和   年   月   日  

 

 埼玉県知事  

 

                    

                   住   所  

                   会  社  名               

                   代表者名               

                   電   話  

                    

 

 令和   年   月   日付け  第    号で交付決定の通知を受けた補助事業が

完了しましたので、埼玉県中小企業ＤＸ導入支援補助金交付要綱第９条の規定によ

り、関係書類を添えて、下記のとおり報告します。  

 

記  

 

１  補助事業の内容  

  別添のとおり  

   

２  補助事業に要した経費  

 

   金           円  

 

  



 

 

 

様式第７号（第１０条関係）  

 

埼玉県中小企業ＤＸ導入支援補助金  

補助金額の確定通知書  

 

                               第      号   

                          令和   年   月   日   

 

          様  

 

 

                    埼玉県知事   

 

 

令和    年  月   日付け  第    号で交付決定の通知をした標記補助金に

ついて、埼玉県中小企業ＤＸ導入支援補助金交付要綱第１０条の規定により、下記

のとおり補助金の額を確定します。  

 

 

                   記                     

 

 

１  補助金交付決定額    金            円  

 

 

２  補助金交付確定額    金            円  

 



 

 

 

様式第８号（第１１条関係）  

 

埼玉県中小企業ＤＸ導入支援補助金  

交付請求書  

 

                            令和  年  月  日   

 

 埼玉県知事   

 

 

                  住   所  

                  会  社  名                

                  代表者名                

  

 

 令和  年   月   日付け  第    号により額の確定があった埼玉県中小企業

ＤＸ導入支援補助金について、下記のとおり請求します。  

 

 

記  

 

１  請求金額  金             円也  

 

 

２  振  込  先       (金融機関コード：       ) (支店コード：       ) 

       金融機関名            銀行           支店  

 

       預金の種別   普通  ・  当座    口座番号           

 

       (フリガナ ) (                       ) 

        口座名義                            

 

 


